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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として「安全は全てにおいて最優先する」という

原則に則り、労働者が安全・快適に働ける職場づくりを進めます。

１ 年間計画に基づき安全衛生教育を確実に行います。

２ 業務前には必ず、作業環境の点検・見直しを行い

危険・有害要因を排除します。

３ 現場ごとの作業手順書・作業計画を用いり

高齢労働者に伴う体力低下を念頭に作業安全打合せを確実に行い

ます。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、不安全行動を行わない

作業の徹底を進めます。

１ 安全衛生教育に積極的に参加し安全意識の向上に努めます。

２ 設備や機械に不具合があれば、作業中止して直ちに責任者に連絡

します。

３ 作業手順書・作業計画の内容を確認し、これを確実に順守して

安全に作業を行います。


